
 

お 知 ら せ 
 

※ 令和元年度 都身連「法律・年金」相談日の 

実施について  

実施日 ３月１６日(月)・１７日(火)  

時間  午前 10 時から午後 4 時まで 

(昼休=正午から午後１時まで)  

場所  都身連事務所 

弁護士、社会保険労務士が対応します。 

  電 話   ０３-３２６８-７１８４ 

０３-５２６１-０７２９ 

  ＦＡＸ   ０３-３２６８-７２２８ 

  メール   info@tosinren.or.jp 

         


